
※１　 開発協議については、開発指導室へ事前に相談してください。
※2   八尾市に建築確認を申請される場合は建築指導室に相談してください。
※3　 裏書完了後の調査報告書原本と建築計画概要書の写しを提出してください。
※4   指定確認検査機関に建築確認申請を提出される場合を想定してます。
※5　 原則、検査済証交付を受けるまで使用できません。
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建築確認申請の一般的な流れ
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